
（参考）滋賀県の予算はこのようになっています。 

滋賀県の予算はこのようになっています

地方消費税清算金

県 税

分担金・負担金

使用料・手数料

繰入金

諸収入

地方交付税

地方譲与税

地方特例交付金

国庫支出金

県 債

歳入 歳出

一般会計

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

自
主
財
源

依
存
財
源

補助費等

国から配分されます。

主な種類（款別）

こんな経費に使っています。

投資的経費

公債費

積立金・出資金

貸付金

繰出金

議会費
政策調整費
総務費

県民文化生活費
琵琶湖環境費
健康福祉費
商工観光労働費
農政水産業費
土木交通費
警察費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金

こんな目的に使っています。

目的別（款別）

性質別

市町振興資金貸付事業

母子および寡婦福祉資金貸付事業

中小企業支援資金貸付事業

農業改良資金貸付事業

林業・木材産業改善資金貸付事業

沿岸漁業改善資金貸付事業

琵琶湖総合開発資金管理事業

公債管理

流域下水道事業

土地取得事業

用品調達事業

収入証紙

公営競技事業

県税などの収入をもって行う、県の基本的な行政運営に必要な予算を
計上した会計のことです。

特別会計

銀行などからの
借り入れです。

義
務
的
経
費

財産収入

一
般
行
政
費
と
区
分
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市町たばこ税県交付金

交通安全対策特別交付金

市町から交付を
受けます。

下水道の整備や競艇事業といった特別の事業や、貸付事業でその返済金
などの収入をもって行う事業を、「特別会計」として他の事業と区分して経
理を行っています。

就農支援資金貸付事業等 

市町から交付を受け
ています。 

国から配分されてい
ます。 

銀行などからの借り
入れです。 


